
Ⅱ．平成２４年度診療報酬改定
について（DPC制度） 
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１． 今回の診療報酬改定における入院基本料等の見直し等については、
従前からの診療報酬改定における取扱いを踏まえながら、DPC/PDPS
においても、診断群分類点数表の改定及び医療機関別係数の設定等、
所要の措置を講ずる。 

 
２． DPC/PDPSの円滑導入のために設定された調整係数については、今
後段階的に基礎係数（包括範囲・平均出来高点数に相当）と機能評価
係数Ⅱに置換えることとし、平成24年度改定において必要な措置を講じ
る。なお、基礎係数については、機能や役割に応じた医療機関群別に
設定する。 

平成24年度診療報酬改定における 
DPC制度に係る対応① 

平成２４年２月１０日 

中医協総会 総－１ 
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３． 機能評価係数Ⅰについては、出来高評価体系における「当該医療
機関の入院患者全員に対して算定される加算」や「入院基本料の補
正値」等を機能評価係数Ⅰとして評価する。 

 
４． 機能評価係数Ⅱについては、現行の６項目を基本として必要な見直
しを行う。また、その際、項目に応じて各医療機関群の特性を踏まえ
た評価手法を導入する。 

 
５． 特定入院料の取扱い（評価のあり方）、在院時期に応じた適切な薬
剤料等包括評価のあり方、高額薬剤等に係る対応等、現行
DPC/PDPSの算定ルール等に係る課題について必要な見直しを行う。 

 
６． 急性期入院医療を担う医療機関の機能や役割を適切に分析・評価
するため、ＤＰＣ対象病院の外来診療に係るデータの提出を求める。 

平成24年度診療報酬改定における 
DPC制度に係る対応② 

平成２４年２月１０日 

中医協総会 総－１ 
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(1) 急性期入院医療の評価の見直しに伴う入院基本料等の
見直しについては、診断群分類点数表の設定（改定）にお
いて実態に即して反映させる。 

 
(2) 診療報酬改定後の包括範囲に係る報酬水準（但し、機
能評価係数Ⅰに係るものを除く）については、診療報酬改
定前の当該水準に改定率を乗じたものとし、医療機関別
係数の計算において反映させる。 

１．入院基本料等の見直し等の反映 

平成２４年２月１０日 

中医協総会 総－１ 
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１．入院基本料等の見直し等の反映 

DPC毎の 
1日当たり点数 

在院日数 × 

入院基本料の改定を反映 

× 

改定率による報酬水準の補正 
（改定の反映） 

機能評価係数Ⅰ 

（対応する点数
の改定を反映） 

換算 

（イメージ）  

・入院基本料 
・検査 
・画像診断 
・投薬 
・注射 
・1000点未満の処置 等 

包括範囲 

改定前の 
出来高点数 
による実績値 

機能評価係数Ⅱ 

基礎係数 

機能評価係数Ⅰ 

暫定調整係数 

医療機関別係数 

＋ 
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① 制度創設時に導入した調整係数により設定される包括報酬部分（改
定率の反映を含む）は、今後、段階的に基礎係数（直近の包括範囲出
来高点数の平均に相当する部分）と機能評価係数Ⅱにより設定される
包括報酬（それぞれ改定率を反映）に置換える。 

 
② 基礎係数の設定は、役割や機能に着目した医療機関の群別に設定
する。設定する医療機関群は「ＤＰＣ病院Ⅰ群」、「ＤＰＣ病院Ⅱ群」と「Ｄ
ＰＣ病院Ⅲ群」の３群とする。 

 
③ 「ＤＰＣ病院Ⅱ群」は、一定以上の「診療密度」、「医師研修の実施」、
「高度な医療技術の実施」、「重症患者に対する診療の実施」の4つの実
績要件を満たす病院とする（ただし、「医師研修の実施」について、特定
機能病院は、満たしたものとして取扱い、宮城、福島及び茨城の三県に
ついては、平成22年度の採用実績も考慮し判定）。なお、各要件の基準
値（カットオフ値）は、ＤＰＣ病院Ⅰ群の実績値に基づき設定する。 

２．調整係数の見直しに係る対応と経過措置 
 (1) 基礎係数の導入と医療機関群の設定 

平成２４年２月１０日 

中医協総会 総－１ 

21 



① 円滑な現場対応を確保する観点から、平成22年度改定での機能評価係
数Ⅱ導入と、その後に合意された基礎係数を含む医療機関別係数の最終
的な設定方式を踏まえ、今後、改めて段階的・計画的な移行措置を実施す
ることとし、平成24年度改定においては、調整部分の25％を改めて機能評
価係数Ⅱに置換え、残りの調整部分を「暫定調整係数」として設定する。 

  
〔医療機関Ａの暫定調整係数〕＝ 
（〔医療機関Ａの調整係数（※）〕 

－〔医療機関Ａの属する医療機関群の基礎係数〕）×0.75 
※ 「調整係数」は制度創設時（平成15年）の定義に基づく 

  
② 制度全体の移行措置に伴う個別の医療機関別係数の変動についても、
激変緩和の観点から一定の範囲内（医療機関係数別係数の変動の影響に
よる推計診療報酬変動率（出来高部分も含む）に基づき、２％を超えて変動
しない範囲）となるよう暫定調整係数を調整する措置も併せて講ずる。 

２．調整係数の見直しに係る対応と経過措置 
 (2) 調整係数見直しに係る経過措置 

平成２４年２月１０日 

中医協総会 総－１ 
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機能評価係数Ⅱ 

機能評価係数Ⅰ 

調整係数 

      （新）機能評価係数Ⅱ 

機能評価係数Ⅰ 

基礎係数 
（医療機関群別） 

現 行 最 終 的 な 見 直 し 後 

基本的な診療機能に対する評価 

医療機関単位での構造的因子（人員配置等）への評価 
（出来高の入院基本料等加算等を係数化して反映） 

診療実績や医療の質的向上等を評価 

DPC/PDPS
参加への 

インセンティブ 

医療機関の 
バラつきの 
吸収 

直

近

の

診

療

実

績

（

出

来

高

）

に

依

拠 

医療機関の 
バラつきの 
吸収 

DPC/PDPS参加へ
のインセンティブ 
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２．調整係数の見直しに係る対応と経過措置 
平成２３年１月２１日 

中医協総会 総－３－１ 【イメージ図】DPC/PDPS調整係数見直し後の医療機関係数のあり方            


